
 

 

 

人 事 院 会 議 議 事 録  

 

                                                              

会 議 日 

 令和６年３月１４日 木曜日 

 

会議の出席者 

 

            川本総裁 古屋人事官 伊藤人事官 

           （幹 事）   柴﨑事務総長、役田総括審議官 

           （説明員）  （官房部局） 

             野口総務課長 

             髙尾人事課長 

谷内課長補佐（総務課調整班） 

             佐藤課長補佐（人事課給与班） 

 

 議 題 

人事院規則２―３（人事院事務総局等の組織）等の改正 

 

 議事の概要 

  

○ 議題「人事院規則２―３（人事院事務総局等の組織）等の改正」について、担

当局から別添のとおり説明があった。 

 

○ これに対し、人事戦略室長の新設に関して、人事院が他府省に先駆けて戦略的

な人材マネジメントを実践していくことで、職員の経験値を高め、それを業務に

つなげていくという流れが重要である。また、他の官職の新設についても、それ

ぞれ新たな施策につながるよう努めて欲しいとの意見があった。 

 

○ 議題については、三人事官一致で議決された。 

 

 



院議資料  

 

 

人事院規則２―３ (人事院事務総局等の組織 )等の一部改正について  

 

令和６年３月１４日 

官 房 部 局 

 

１  人事院規則２―３ (人事院事務総局等の組織 )の一部改正  

⑴  改正理由  

令和６年度の機構・定員要求において、以下の４つの官職の設置に

ついて要求を行い、設置が認められたため、所要の改正を行う。  

  ①  事務総局審議官  

国家公務員の人材育成において研修が果たすべき役割の重要性が

従前以上に増してきていること、また、社会のあらゆる分野でグロ

ーバル化が進展している中、人事行政分野においても国際交流・国

際協力のさらなる推進等が求められていることを踏まえて体制整備

を行うもの。  

  ②  事務総局人事課人事戦略室長  

    人事院における人材確保、育成への戦略的な取組、職員のキャリ

ア形成や能力向上を支援するための施策の推進を図るとともに、採

用戦略を実施していくための体制整備を行うもの。  

  ③  職員福祉局職員福祉課職員福祉企画調整官  

公務における勤務間インターバルの確保、勤務時間管理のシステ

ム化、その他勤務環境の整備に係る諸課題等に関し、関係部署を統

括しながら、関係府省に強力な働きかけや高度な調整を行うための

体制整備を行うもの。  

  ④  人材局企画課人材企画調整官  

    採用試験の受験者拡大や中途採用の更なる活用に向けて、関係部

署を統括しながら、新規採用・中途採用も含めた抜本的な採用戦略

の在り方を検討・立案し、各府省や内閣人事局とも高度な調整を行

うための体制整備を行うもの。  
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⑵  改正内容  

①  第８条：事務総局審議官の増員 (１人→２人 )及び所掌局課の範囲

を官房各課から事務総局へ拡大  

②  第８条の２から５：①の改正に伴う形式的な改正  

③  第８条の６：政策立案参事官の所掌事務に政策評価の企画・立案

への参画を追加  

④  第 11条：人事課人事戦略室の設置及び人事課人事戦略室長の新設  

⑤  第 50 条：人事企画官の所掌事務の一部を人事課人事戦略室に移管  

⑥  第 53条：職員福祉局職員福祉課職員福祉企画調整官の新設  

⑦  第 55条：人材局企画課人材企画調整官の新設  

⑧  第 59 条：人材局首席試験専門官付次席試験専門官の減員  

(３人→２人 ) 

⑨  第 73条：公務員研修所教授の減員 (12 人→ 11 人 ) 

 

２  人事院規則２―１４ (人事院の職員の定員 )の一部改正  

⑴  改正理由  

令和６年度予算の成立により人事院の職員の定員が４人増加するこ

とに伴い、人事院規則２―１４（人事院の職員の定員）について所要の

改正を行う。  

⑵  改正内容  

人事院の職員の定員を「６１７人」から「６２１人」に改める。  

 

◇５年度末の定員           ６１７人  

１７人（増員）  

△１３人（定員合理化）  

◇６年４月１日からの定員   ６２１人  

（注）  上記の各定員には、特別職の定員５人を含まない。  

 

３  公布日及び施行日  

令和６年３月２９日公布、同年４月１日施行  

 

以    上  
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人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
二
―
三
（
人
事
院
事
務
総
局

等
の
組
織
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
二
―
三
―
四
一

人
事
院
規
則
二
―
三
（
人
事
院
事
務
総
局
等
の
組
織
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
二
―
三
（
人
事
院
事
務
総
局
等
の
組
織
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
審
議
官
）

（
審
議
官
、
公
文
書
監
理
官
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
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テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
、
職
員
団
体
審
議
官
及
び
試
験

審
議
官
）

第
八
条

事
務
総
局
に
審
議
官
二
人
を
、
人
材
局
及
び
公

第
八
条

事
務
総
局
並
び
に
人
材
局
及
び
公
平
審
査
局
に

平
審
査
局
に
そ
れ
ぞ
れ
審
議
官
一
人
を
置
く
。

そ
れ
ぞ
れ
審
議
官
一
人
を
、
事
務
総
局
に
公
文
書
監
理

官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て

充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
一
人
を
、
職
員
福
祉
局
に
職

員
団
体
審
議
官
一
人
を
、
人
材
局
に
試
験
審
議
官
一
人

を
置
く
。

２

事
務
総
局
に
置
く
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
事
務

２

事
務
総
局
に
置
く
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
四

総
局
の
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及

条
の
各
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て

び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理

す
る
。
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３

（
略
）

３

（
略
）

（
削
る
）

４

公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
人
事
院
の
所
掌

事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の
管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連

す
る
情
報
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
の
適
正
な
実

施
の
確
保
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
事
務
並
び
に

関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
削
る
）

５

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
は
、
命

を
受
け
て
、
人
事
院
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す

る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
第
十
二
条
の
四

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
確
保
並
び
に
情
報
シ
ス

テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
と
併
せ
て
行
わ
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れ
る
事
務
の
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事

務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
削
る
）

６

職
員
団
体
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
職
員
団
体
に

関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画

し
、
職
員
団
体
か
ら
の
意
見
聴
取
そ
の
他
の
関
係
事
務

を
総
括
整
理
す
る
。

（
削
る
）

７

試
験
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
試
験
に
関
す
る
重

要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係

事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
公
文
書
監
理
官
）

第
八
条
の
二

事
務
総
局
に
、
公
文
書
監
理
官
一
人
（
関

（
新
設
）

係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る

6



も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。

２

公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
人
事
院
の
所
掌

事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の
管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連

す
る
情
報
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
の
適
正
な
実

施
の
確
保
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
事
務
並
び
に

関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
）

第
八
条
の
三

事
務
総
局
に
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

（
新
設
）

テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
一
人
を
置
く
。

２

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
は
、
命

を
受
け
て
、
人
事
院
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
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る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
第
十
二
条
の
四

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
確
保
並
び
に
情
報
シ
ス

テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
と
併
せ
て
行
わ

れ
る
事
務
の
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事

務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
職
員
団
体
審
議
官
）

第
八
条
の
四

職
員
福
祉
局
に
、
職
員
団
体
審
議
官
一
人

（
新
設
）

を
置
く
。

２

職
員
団
体
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
職
員
団
体
に

関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画

し
、
職
員
団
体
か
ら
の
意
見
聴
取
そ
の
他
の
関
係
事
務

を
総
括
整
理
す
る
。
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（
試
験
審
議
官
）

第
八
条
の
五

人
材
局
に
、
試
験
審
議
官
一
人
を
置
く
。

（
新
設
）

２

試
験
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
試
験
に
関
す
る
重

要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係

事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
政
策
立
案
参
事
官
）

（
政
策
立
案
参
事
官
）

第
八
条
の
六

（
略
）

第
八
条
の
二

（
略
）

２

政
策
立
案
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
人
事
院
の
所

２

政
策
立
案
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
人
事
院
の
所

掌
事
務
に
関
す
る
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
く
政
策
立
案

掌
事
務
に
関
す
る
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
く
政
策
立
案

の
推
進
及
び
人
事
行
政
に
関
す
る
政
策
の
評
価
に
つ
い

の
推
進
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係

て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
に
関
し
必

事
務
に
関
し
必
要
な
調
整
を
行
う
。

要
な
調
整
を
行
う
。

（
人
事
課
の
所
掌
事
務
等
）

（
人
事
課
の
所
掌
事
務
等
）
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第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

人
事
課
に
、
人
事
戦
略
室
を
置
く
。

２

人
事
課
に
、
能
率
厚
生
管
理
室
を
置
く
。

３

人
事
戦
略
室
に
、
室
長
を
置
く
。

３

能
率
厚
生
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４

人
事
戦
略
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

４

能
率
厚
生
管
理
室
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事

る
。

務
の
う
ち
人
事
評
価
に
関
す
る
事
務
（
他
の
所
掌
に
属

一

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ

す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
研
修
、
能
率
及
び
災
害

る
も
の

補
償
に
関
す
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
並

イ

人
材
の
確
保
、
育
成
及
び
活
用
に
関
す
る
基
本

び
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
表
彰
に
関
す

的
な
方
針
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

る
事
務

ロ

人
事
評
価
に
関
す
る
事
務
（
他
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

研
修
、
能
率
及
び
災
害
補
償
に
関
す
る
事
務
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二

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

三

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
表
彰
に
関

す
る
事
務

（
人
事
企
画
官
）

（
人
事
企
画
官
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

人
事
企
画
官
は
、
人
事
院
の
職
員
の
総
合
的
か
つ
長

２

人
事
企
画
官
は
、
人
事
院
の
職
員
の
総
合
的
か
つ
長

期
的
な
人
事
管
理
に
関
す
る
計
画
の
企
画
及
び
立
案
並

期
的
な
人
事
管
理
に
関
す
る
計
画
の
企
画
及
び
立
案
並

び
に
当
該
人
事
管
理
に
関
す
る
調
整
に
関
す
る
事
務

び
に
当
該
人
事
管
理
に
関
す
る
調
整
に
関
す
る
事
務
を

（
人
事
戦
略
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

行
う
。

行
う
。

（
職
員
福
祉
企
画
調
整
官
）

第
五
十
三
条

職
員
福
祉
局
職
員
福
祉
課
に
、
職
員
福
祉

第
五
十
三
条

削
除

企
画
調
整
官
一
人
を
置
く
。
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２

職
員
福
祉
企
画
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
二
十

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
い
、
同
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
（
勤
務

時
間
調
査
・
指
導
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
重
要
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画

す
る
ほ
か
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
の
企
画
調
整
に
関

す
る
事
務
を
行
う
。

（
人
材
企
画
調
整
官
）

第
五
十
五
条

人
材
局
企
画
課
に
、
人
材
企
画
調
整
官
一

第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で

削
除

人
を
置
く
。

２

人
材
企
画
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
二
十
九
条

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
（
人
材
確
保
対
策
室
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
い
、
同
項
第
二

12



号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
の

企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
ほ
か
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た

事
項
の
企
画
調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で

削
除

（
次
席
試
験
専
門
官
）

（
次
席
試
験
専
門
官
）

第
五
十
九
条

（
略
）

第
五
十
九
条

（
略
）

２

次
席
試
験
専
門
官
の
数
は
、
二
人
以
内
と
す
る
。

２

次
席
試
験
専
門
官
の
数
は
、
三
人
以
内
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
教
授
）

（
教
授
）

第
七
十
三
条

研
修
所
に
、
教
授
十
一
人
（
う
ち
十
人

第
七
十
三
条

研
修
所
に
、
教
授
十
二
人
（
う
ち
十
人

は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て

は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
二
―
一
四
（
人
事
院
の
職
員

の
定
員
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
二
―
一
四
―
一
七

人
事
院
規
則
二
―
一
四
（
人
事
院
の
職
員
の
定
員
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
二
―
一
四
（
人
事
院
の
職
員
の
定
員
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

人
事
院
の
職
員
（
常
勤
を
要
し
な
い
職
員
を
除
く
。
以

人
事
院
の
職
員
（
常
勤
を
要
し
な
い
職
員
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
の
定
員
は
、
六
百
二
十
一
人
（
う
ち
十
二
人

下
同
じ
。
）
の
定
員
は
、
六
百
十
七
人
（
う
ち
十
二
人

は
、
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
事
務
局
の
職
員
の
定
員
と

は
、
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
事
務
局
の
職
員
の
定
員
と
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す
る
。
）
と
す
る
。

す
る
。
）
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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